
 

 

「公道を使用するイベントに係る交通量調査業務」委託における企画提案公募実施要領 

 

 福岡県スポーツコミッションでは、「公道を使用するイベントに係る交通量調査業務」を委託

により実施するにあたり、契約候補者を選定するための企画提案公募を下記のとおり実施します。 

 

１ 業務の概要 

(１) 業務名 公道を使用するイベントに係る交通量調査業務 

(２) 業務の目的 

 令和８年に開催予定の公道を使用するイベントについて、安全に開催し、周辺交通

への影響を最小限に抑えるため、交通実態に基づいた交通規制計画作成・広域迂回路

設定が必要であり、その基礎データとなるコース周辺の交通量調査を行うもの。 

 

 

(３) 業務内容 

① 業務計画書の作成 

② 調査箇所の選定 

③ 調査準備業務 

④ 交通量調査の実施 

⑤ 報告書の作成 

 

(４) 仕様書 

別添「業務委託仕様書」のとおり 

（※仕様書は現時点のものであり、契約候補者との協議を踏まえて最終決定する。） 

 

２ 委託期間 

 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 委託上限額 

 6,050,000円（消費税及び地方消費税含む） 

   

４ 参加資格 

 企画提案に応募できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 当該委託業務を的確に遂行する体制・ノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に

遂行できる安定的かつ健全な経営基盤を有すること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参

加者の資格）に規定する者に該当しないこと。 

(３) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立がなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がな

されている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続

開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。） 

(４) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１

３管達第６６号）に基づく指名停止期間中でない者。 

(５) 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団員又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者。また、これらの者に利益

若しくは便宜の供与等を行っていない者。 

 



 

 

５ 手続き等 

(１) 契約候補者の選定方法及び審査基準 

① 選定方法 

 提出された企画提案書について書面審査により審査し、最も優秀な提案を行

った事業者を契約候補者とする。 

② 審査項目及び審査内容等 

審査項目 審査内容 

業務遂行能力 

(1) 業務を適正かつ効率的に履行できるような実施体制になってい

るか 

(2) 同種又は類似業務の実績から効率的な業務の履行が見込まれる

か 

提案内容 

(1) 仕様書に示された事項を満足する内容になっているか 

(2) 周辺道路への影響を十分に考慮し、適切な調査箇所を抽出でき

る内容になっているか 

(3) 調査結果を的確に整理・分析し、交通対策の検討に活用できる内

容になっているか 

経費 (1) 見積単価が業務内容に見合っており、適正であるか 

 

(２) スケジュール 

令和８年１月１６日（金）      公募開始 

         ２２日（木）         参加意思表明書、質疑受付締切 

         ２３日（金）      質疑に対する回答 

         ２８日（水）      企画提案書受付締切 

         ２９日（木）～３０日（金） 書面審査 

         ３０日（金）以降        審査結果通知、契約締結 

 

(３) 問い合わせ先及び企画提案書等提出先 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

福岡県人づくり・県民生活部 スポーツ局スポーツ企画課 

国際スポーツ大会推進室（県庁５階）  倉田 宛 

電 話：０９２－６４３－３９９６／ＦＡＸ：０９２－６４３－３４０８ 

 

(４) 参加意思表明書の提出 

 参加を希望する者は、参加意思表明書を提出すること。参加意思表明書の提出がな

い者の参加は認められない。 

① 提出書類：参加意思表明書（様式１） 

② 提出期限：令和８年１月２２日（木）１７時まで（必着） 

③ 提出方法：（３）に持参又は郵送すること。 

④ 調査エリアの送付について： 

参加意思表明書を提出した事業者に対して、調査エリアを記載した資料（取扱注

意）をメールにて送付する。 

 

(５) 質疑の受付、回答 

① 質問の受付 



 

 

 本件に係る質問は、以下のとおり受け付ける。 

(ア) 質問方法 

 質問内容を下記メールアドレスに電子メールで送付する hy。 

(イ) 電子メールアドレス 

 kokusai-sports@pref.fukuoka.lg.jp 

(ウ) メールの件名 

公道を使用するイベントに係る交通量調査業務に関する質問（法人名） 

(エ) 質問受付期間 

 令和８年１月２２日（木）１７時まで（必着） 

② 質問の回答 

(ア) 質問の回答は、受け付けた質問と回答を一覧表にした上で、ＨＰに掲載す

る。 

(イ) 質問回答一覧表には、質問者の情報は記載しない。 

 

(６) 企画提案書等の提出 

① 提出書類 

(ア) 企画提案書表紙（様式２） 

(イ) 企画書（任意様式） 

 仕様書に基づき、提案者の企画等を提案すること。具体的には、以下の

例を参考に記載すること。 

実施 

体制 

 事業実施体制 

※専任担当者の有無、委託者との連絡体制等を明示すること。 

※専任となる担当者等について、過去に同種又は類似の業務に 

従事した経験がある者については、可能な限りその経歴を明 

示すること。 

 実施スケジュール 

企画 

提案 

内容 

 交通量調査の具体的な内容に関すること 

 指定されたエリアにおける、一般交通への影響を確認できる調

査個所の抽出に関すること 

 調査結果の整理・分析、交通対策の検討に活用できる資料作成に

関すること 

 その他、仕様書の記載事項に関すること 

実績  同種又は類似の業務実績 

 

(ウ) 法人等の概要書（任意様式、既存のパンフレット等可） 

(エ) 見積書（Ａ４：様式自由） 

② 提出部数：５部 

③ 提出期限：令和８年１月２８日（水）１７時まで（必着） 

④ 提出方法：（３）に持参又は郵送 

⑤ 選定方法（書面審査） 

(ア) 契約候補者の選定は、「公道を使用するイベントに係る交通量調査業務委

託審査委員会」において行う。 

(イ) 提出された企画提案書類について、審査基準に基づき書面審査を行い、契

約候補者を決定する。 

(ウ) 応募が１者の場合であっても、書面審査を行い、契約候補者として選定す



 

 

るか否かを決定する。また、応募がない場合には、業務内容等を見直し、

再度公募を行う。 

(エ) 選定結果は、別途文書で通知する。結果に対する異議は受けない。 

 

(７) 企画提案参加に際しての注意事項 

① 失格又は無効 

 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

(ア) 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

(イ) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

(ウ) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

(エ) 実施要領等に違反すると認められる場合 

(オ) その他、委託者が提示した事項に違反した場合 

② 著作権等 

 提出書類の内容に含まれるイラスト、写真等に関連して第三者との間に生じた

紛争等については、すべて提出者が責任を負うこと。 

③ 複数提案の禁止 

 企画提案参加者は複数の提案書の提出は不可とする。 

④ 提出書類の変更の禁止 

 提出期限後の提出書類の変更、差し替え、再提出は認めない。 

⑤ 提出書類の返却 

 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

⑥ 費用負担 

 企画提案書の作成・提出等、参加に要する経費等はすべて参加者の負担とする。 

⑦ その他 

(ア) 参加者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したも

のとする。 

(イ) 提出書類を提出後、契約締結までの間に提案者が指名停止等の事由に至っ

た場合は、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。この場

合において、該当する者が契約候補者とされている場合は、次順位の者と

手続を行う。 

(ウ) 提出書類を提出した後に辞退する場合は、速やかに（３）に連絡するとと

もに、書面（様式不問）により届け出ること。 

 

６ 契約手続き 

(１) 契約候補者として選定された者は、委託者と別途協議を行い、協議が整った場合に

は、福岡県スポーツコミッションとの契約締結となる。 

(２) 契約候補者との協議が整わない場合は、次点者と同様の手続きを行う。 


